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平成２４年第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会会議録
平成２４年２月２２日第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を大仙市大曲交流センター

第１研修室に招集した。

１．平成２４年２月２２日（月）午後３時００分 開会
１．平成２４年２月２２日（月）午後４時２０分 閉会

１．出席した議員は次のとおりである。
１番 鎌田 正 ２番 杉沢千恵子 ３番 佐藤峯夫 ４番 髙橋 猛
５番 渡邊秀俊 ６番 橋本五郎 ８番 伊藤福章 ９番 佐藤芳雄

１０番 橋村 誠 １１番 田口喜義 １２番 澁谷俊二 １３番 大山利吉
１４番 千葉 健 １５番 青柳宗五郎 １６番 熊谷隆一

計 １５名
１．欠席した議員は次のとおりである。

７番 伊藤邦彦
計 １名

１．地方自治法第１２１条の規定により会議に出席した者は、次のとおりである。
管理者 栗林次美 副管理者 門脇光浩 副管理者 松田知己
副管理者 鎌田榮治 監査委員 深澤廣 消防長 伊藤和美
消防次長 菅原達美 大曲消防署長 大村勲 角館消防署長 佐々木浩
消防本部総務課長 三浦肇 介護保険事務所長 佐々木勝
角間川更生園長 樫尾正義 管理課長 堂本義則
介護保険事務所参事 藤井直樹 角間川更生園参事 久米勇太郎
管理課副主幹 久米 正 管理課主査 奈良ルミ子 管理課主査 九島芳謙

１．会議の書記は、次のとおりである。 管理課 奈良ルミ子

１．本会議に提出した議案は、次のとおりである。
（１）議案第１号 大曲仙北広域市町村圏組合職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

（２）議案第２号 大曲仙北広域市町村圏組合消防事務に関する手数料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について

（３）議案第３号 大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

（４）議案第４号 大曲仙北広域市町村圏組合障害者支援施設設置条例の制定について

（５）議案第５号 平成２３年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予算(第３号)

（６）議案第６号 平成２３年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計補正予算(第３号)

（７）議案第７号 平成２３年度大曲仙北広域介護保険特別会計補正予算(第３号)

（８）議案第８号 平成２３年度大曲仙北広域市町村圏組合経費に係る負担金の一部変更について

（９）議案第９号 平成２４年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計予算

（10）議案第10号 平成２４年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計予算

（11）議案第11号 平成２４年度大曲仙北広域介護保険特別会計予算

（12）議案第12号 平成２４年度大曲仙北広域市町村圏組合経費に係る負担金について
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議 長 （鎌田正君）

これより平成２４年第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を開会いたしま

す。

管理者から招集のあいさつがあります。管理者。

管理者 （栗林次美君）

はい。

本日、平成２４年第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を招集いたしました

ところ、議員各位におかれましてはご参集をいただき、誠にありがとうございます。

今次定例会でご審議をお願いいたします案件は、条例案４件、補正予算３件、平成

２４年度当初予算３件及び単行案２件の合計１２件であります。

条例案につきましては、１件目は、消防職員定数を２５５人から２６７人に増員す

る「職員定数条例の一部改正」について、２件目は、危険物貯蔵所の設置申請にかか

る手数料区分内容に変更を加える「消防事務に関する手数料徴収条例の一部改正」に

ついて、３件目は、平成２４年度から平成２６年度までの新たな介護保険料を設定す

るための「介護保険条例の一部改正」について、４件目は、平成２４年４月１日に新

しい障害福祉サービス体系に移行する角間川更生園の「障害者支援施設設置条例の制

定」についてを提案させていただいております。

なお、この角間川更生園の新体系移行に伴い、当組合規約の「組合の共同処理する

事務」の内容に変更カ所が生じております。規約を変更するためには地方自治法第２

９０条の規定に基づき、構成市町の議会の議決が必要であることから、２市１町の３

月定例会への上程をお願いしておりますので、議員各位のご理解をお願い申し上げま

す。

次に、去る１１月２８日開催の議会定例会で補正予算の議決をいただきました各施

、 、設への発電機並びに緊急消防援助隊用エアテントの購入についてでありますが 現在

順次納品がなされております。年度内にはすべて納品が完了する見込みであり、今後

の災害に備えて参りたいと存じます。

次に、平成２４年度当初予算の概要についてご報告申し上げます。

一般会計と２特別会計を合わせた平成２４年度当初予算の総額は１８６億５千４４

３万９千円であり、前年度当初比較で１２億２千６６９万９千円、率にして７．０４

％の増となっております。これは、主に介護保険特別会計における各種介護サービス

給付費の伸びが見込まれることにより、保険給付費が約１０億８千２００万円の大幅

な増額となることによるものであります。

また、構成市町負担金につきましては、前年度当初と比較して２億７千８８２万８

千円、率にして６．１６％増の総額４８億１９３万２千円となっておりますが、これ

につきましても保険給付費の増額が要因となっておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

当初予算の内容につきましては、議案審議において鎌田副管理者が説明申し上げま
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すので、よろしくお願いいたします。

この後事務局に説明させますが、各案件につきまして、よろしくご審議のうえご承

認賜りますようお願い申し上げます。

なお、この場をお借りいたしまして、当組合の諸般の報告及び本年度主要事業の進

捗状況並びに平成２４年度の主要事業の概要についてご報告させていただきたいと存

じます。

はじめに、消防関係についてであります。

今年度予定しておりました消防車輌の更新についてでありますが、西仙北分署の２

Ｂ型救急自動車につきましては、平成２３年１１月２１日に、南分署の消防ポンプ自

動車につきましては、平成２４年２月２日に納車となり、それぞれ配備を完了してお

ります。

次に、平成２４年度の主な事業についてでありますが、車輌関係につきましては、

車令１５年以上が経過し老朽化した西仙北分署の消防ポンプ自動車と角館消防署の救

助工作車の更新、さらに、新規事業としまして協和分署の高規格救急車、合わせて３

台の購入経費を予算計上させていただいております。

このうち、角館消防署救助工作車につきましては、消火活動にも対応出来るようポ

ンプ車仕様として整備し、救助資機材を搭載する計画としております。

また、消防救急無線のデジタル化事業についてでありますが、平成２３年度の基本

設計に引き続き、実施設計業務委託費を予算計上させていただいております。

次に、当広域圏内の救急体制についてでありますが、急速に進む高齢化社会や大規

模災害時等の対応に加え、圏民がより高度な救急医療処置を等しく受けられる体制づ

くりを目的とする「救急業務高度化推進計画」を策定いたしました。

この計画の実施につきましては、早期に救急救命士を養成し、年次計画で全署に高

規格救急車を配備するほか、救急隊の円滑な業務を維持するため、新たに西仙北分署

・中仙分署・西木分署の３分署を現行の２部制勤務から３部制勤務に移行する必要が

生じて参ります。

勤務体制の移行にあたっては、１分署あたり４名の合わせて１２名の増員が必要と

なりますのでご理解を賜りたいと存じます。

次に、斎場関係について申し上げます。

去る２月１５日に開催した議員全員協議会におきまして、松倉放牧場跡地を新火葬

場建設用地と決定して事業を進めていくことをご承認いただきましたが、その後、都

市計画決定手続きにつきまして、大仙市都市管理課と事前協議を行っております。３

月末には大仙市民を対象とした住民説明会を開催する予定であり、手続きが順調に進

むと、本年８月頃には都市計画決定がなされる見込みとなっております。

また、平成２４年度には、都市計画決定手続きと並行して、プロポーザル方式によ

る火葬炉メーカー及び基本設計業者の選定業務並びに基本設計の業務委託を行う計画

でありますが、これまでの改築検討委員会や住民説明会、葬祭業者との意見交換会等
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で出された新火葬場建設に対するご意見やご要望につきまして、今後の設計業務等の

参考にしたいと考えております。

次に、角間川更生園関係について申し上げます。

平成１８年に施行された「障害者自立支援法」により、平成２４年４月１日までに

新体系に移行することが義務づけられております。

新体系に移行することに伴い、昼夜分離の考えに基づき、日中は「生活介護」を、

夜間は「施設入所支援」を選択し事業を実施することとしておりますが、重度化・高

齢化が進んでいる利用者の生活の安全確保が重要課題となることに加え、支援員の勤

務体制が大きく変わることにより人手不足が生じることから、現在１９名の支援員を

５名増員し２４名といたしたく、予算に計上させていただいております。

なお、現在行っている相談支援事業に加え、市町村指定の相談支援事業を新たに展

開することが予定されており、より良いサービス提供につながるものと考えておりま

す。

最後に、介護保険関係について申し上げます。

平成２４年１月分データによる現況ですが、管内６５歳以上の第１号被保険者は４

万４千４１７人、要介護認定者８千７９９人、サービス利用者７千３４３人であり、

この１年間で第１号被保険者が１１４人の減、率にして０．３％の減、介護認定者が

３７２人、４．４％の増、サービス利用者が４０９人、５．９％の増となっており、

この結果、第１号被保険者の認定率は１８．４２％から１９．２％へ、そのうちサー

ビス利用者の割合は、８２．３％から８３．５％へと上昇しております。

また、平成２２年度繰越金の財政調整基金積立金に加え、介護給付費や地域支援事

業費の国・県の精算返還金や、配食サービスの国・県・支払基金への返還金など諸支

、 。出金の支出が見込まれるため 今次定例会において予算の補正をお願いしております

次に、第５期介護保険事業計画につきましては、この１年、住民アンケートの実施

や構成市町との協議、さらには、事業計画策定委員会の審議等を経ながら策定に取り

組んで参りました。

この中で、今後もサービス利用者の増による保険給付費の伸びが予測されることか

ら、介護保険料の引上げは避けられないところであります。このため、低所得者対策

として保険料率緩和のために特例措置された所得段階の多段階化を採用することと

し、これまでの６段階から９段階にすることにより、第１号被保険者の介護保険料基

準額を月額で５，８８０円に設定したいと考えております。

また、平成２４年度には、新たに認定調査員３名の増員を図りたいと考えておりま

す。増員の効果として、保険者による調査の割合が増えることになり、適正な要介護

認定による介護給付費の増加の抑制に資すると共に、委託の調査時に要していた調査

票の送付・回収・点検の省力化が図られる等、事務効率の向上にも繋がるものと考え

ております。

次に、事務所の移転についてご報告いたします。
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現在の事務所と同じフロアにある第１会議室・第２会議室を改修し、新事務所とし

て使用するものでありますが、昨年１２月１６日に入札を行い、株式会社佐々木組南

支店が落札しております。今後、２月２４日には完成検査を行い、翌２５日に移転作

業を行い、２７日から業務を開始する予定としております。現在の事務所と比べ、約

１．６倍の広さとなり、ワンフロアーで前面にカウンターを配し、窓が南側に面する

ため明るく開放的な事務所になっております。

以上、招集のあいさつ並びに諸般の状況についてご報告を申し上げましたが、今後

とも圏域住民並びに議員各位のご理解とご支援を賜りますようお願いを申し上げまし

て、招集のあいさつと諸般の報告とさせていただきます。

議 長 （鎌田正君）

これより本日の会議を開きます。

欠席の届出は、７番、伊藤邦彦君であります。

出席議員は、定足数に達しております。

本日の議事は日程第１号をもって進めます。

日程第１「議席の指定」を行います。

議席は、会議規則第３条第１項の規定により、議長において指定いたします。

１５番に青柳宗五郎君を指定いたします。

日程第２「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は、会議規則第６

７条の規定により、議長において、６番、橋本五郎君、８番、伊藤福章君、９番、佐

藤芳雄君を指名いたします。

日程第３「会期の決定」を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日１日といたしたいと思いますが、こ

れにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって、会期は本日１日と決定いたしました。

日程第４「議長報告」平成２３年度例月出納検査結果報告書が監査委員から提出さ

れましたので、これらを別添お手元に配布のとおり報告いたします。

日程第５「議案第１号 大曲仙北広域市町村圏組合職員定数条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。堂本管理課長。

管理課長 （堂本義則君）

はい、議長。

議 長 （鎌田正君）

はい、堂本管理課長

管理課長 （堂本義則君）

「議案第１号 大曲仙北広域市町村圏組合職員定数条例の一部を改正する条例の制

定について」をご説明申し上げます。
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本案は、消防職員定数を２５５名から１２名増員し２６７名とする、職員定数条例

の一部改正を行うものであります。

、 、 、当広域消防では 急速に進む高齢化社会や大規模災害等を考慮して 全部の消防署

分署に高規格救急車を配備し、圏域住民がより高度な救急救命処置を等しく受けられ

る体制づくりを目的とする「救急業務高度化推進計画」を策定いたしました。

この計画では、今後１０年間で、現在配備されている３台の高規格救急車に加え、

年次計画により新たに７台配備するとともに、この運用にあたって必要な救急救命士

を、現在の消防職員の中から毎年２名を養成するとともに、救急救命士の有資格者２

名を新規採用し、合計４０名を養成するものであります。

また、高度救急救命処置は日頃から救急隊としての連携訓練が大事であり、常に隊

の技術を維持していくためには、同じメンバーを固定することが重要であります。勤

務日によってメンバーが異なる現在の２部制勤務である西仙北、中仙、西木の３分署

についても、１８名３部制移行を見据えた、職員増員計画を併せて進めるものであり

ます。

増員の時期につきましては、平成２７年度からとしておりますけれども、それまで

の間に有資格者の職員採用に欠員が生じた場合は、現場の消防職員から追加養成する

ことになり、現在の職員定数では７カ月の養成研修期間に人員不足が生じ、消防業務

に支障をきたすため、再任用職員を増員して対応する必要があることから、平成２４

年４月１日付で改正を行うものであります。

以上、議案第１号についてご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承

認賜りますようお願い申し上げます。

議 長 （鎌田正君）

これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第１号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第６「議案第２号 大曲仙北広域市町村圏組合消防事務に関する手数料徴収条

例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。堂本管理課長。

管理課長 （堂本義則君）

はい、議長。

議 長 （鎌田正君）

はい、堂本管理課長

管理課長 （堂本義則君）

「議案第２号 大曲仙北広域市町村圏組合消防事務に関する手数料徴収条例の一部

を改正する条例の制定について」をご説明申し上げます。

当組合条例別表第１に、指定数量以上の危険物貯蔵所を設置する場合などは、貯蔵

所の形態やその容量によって徴収する手数料が区分されております。

今般、１０００キロリットル以上の「浮き蓋付き特定屋外タンク貯蔵所」の基準が

明確に定められたことにより、設置許可申請に係る手数料の区分を 「浮き屋根式特、

定屋外タンク貯蔵所」と同じ区分に加えることとした政令の一部改正に準じ、当組合

の「消防事務手数料徴収条例」についても同様の改正を行うものであります。

これまで、浮き蓋付き屋外タンクの構造及び設備に係る技術上の基準は規定されて

おりませんでしたが、近年、浮き蓋付きのタンクにおいて爆発や火災、浮き蓋が破損

したり沈没したりする事故が続いております。

平成１５年の十勝沖地震やこの度の東日本大震災においても、浮き蓋が破損又は沈

没した事例が多く報告されております。

近年のこのような事故等の状況や、今後も大規模な災害が予想されていることに鑑

、 、み 浮き蓋付き特定屋外タンクに係る技術上の基準を早期に整備する必要が認識され

消防庁において検討されたものであります。

施行日につきましては、平成２４年４月１日からとしております。

以上、議案第２号をご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。

議 長 （鎌田正君）

これより、質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第２号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）
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ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第７「議案第３号 大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。堂本管理課長。

管理課長 （堂本義則君）

はい、議長。

議 長 （鎌田正君）

はい、堂本管理課長。

管理課長 （堂本義則君）

「議案第３号 大曲仙北広域市町村圏組合介護保険条例の一部を改正する条例の制

定について」をご説明申し上げます。

本年度は、法律の定めにより３年ごとに見直しの上策定することとされている介護

保険事業計画の策定年度にあたっており、平成２４年度から平成２６年度までの第５

期事業計画を策定することになっております。

今般、第５期計画期間中の介護保険料を設定するにあたり、低所得者に配慮し負担

能力に応じた負担を求める観点から、住民税の課税状況のほか、本人の収入の状況に

応じた保険料段階を設定しております。現在、第６段階に分けられている保険料段階

を第３段階と第４段階に軽減措置を、第６段階には加重措置を設け９段階とするもの

であります。

保険料の基準額とされる第４段階におきましては、サービス利用者の増加による給

付費の伸びがさらに予測されることから、年額で７万５６０円とするものであり、第

４期と比較して１万５千６００円増、月額では５千８８０円で１千３００円増となる

ものであります。

また 「管理者が特別な理由があると認めるとき」は、保険料の減免と徴収を猶予、

できる規定を新たに加えるものであります。

施行日につきましては、平成２４年４月１日からとしております。

以上、議案第３号をご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。

議 長 （鎌田正君）

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。



- 9 -

これより「議案第３号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第８「議案第４号 大曲仙北広域市町村圏組合障害者支援施設設置条例の制定

について」を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。堂本管理課長。

管理課長 （堂本義則君）

はい、議長。

議 長 （鎌田正君）

はい、堂本管理課長。

管理課長 （堂本義則君）

「 」議案第４号 大曲仙北広域市町村圏組合障害者支援施設設置条例の制定について

をご説明申し上げます。

平成１８年に「障害者自立支援法」が施行されたことにより、当組合が運営する角

間川更生園も、平成２４年４月１日から新しい障害福祉サービス体系、いわゆる新体

系サービスに移行することが同法により義務づけられております。

この法律に基づき 「知的障害者更生施設」の名称を「障害者支援施設」とする新、

たな設置条例を制定し、提供するサービスの種類、利用定員、対象者や費用について

を規定するものであります。

また、附則において現在の「知的障害者更生施設設置条例」を廃止するほか、一般

職の職員の特殊勤務手当に関する条例に規定している名称も「障害者支援施設」に改

めるものであります。

なお、施行日につきましては、平成２４年４月１日からとしております。

以上、議案第４号をご説明申し上げましたが、よろしくご審議のうえ、ご承認賜り

ますようお願い申し上げます。

議 長 （鎌田正君）

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第４号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。



- 10 -

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第９「議案第５号 平成２３年度 大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予

算(第３号)」

日程第１０「議案第６号 平成２３年度 大曲仙北広域角間川更生園特別会計補正

予算(第３号)」

日程第１１「議案第７号 平成２３年度 大曲仙北広域介護保険特別会計補正予算

(第３号 」）

日程第１２「議案第８号 平成２３年度 大曲仙北広域市町村圏組合経費に係る負

担金の一部変更について」の４件を一括議題といたします

提案理由の説明を求めます。堂本管理課長。

管理課長 （堂本義則君）

はい、議長。

議 長 （鎌田正君）

はい、堂本管理課長。

管理課長 （堂本義則君）

議案第５号から第７号までの平成２３年度２月補正予算と、議案第８号の平成２３

年度組合経費に係る負担金の一部変更につきまして、一括してご説明申し上げます。

議案説明資料６ページの総括表をご覧願います。

平成２３年度最終となる今回の補正予算につきましては、一般会計が２千２６１万

円、角間川更生園特別会計が７４６万６千円、介護保険特別会計が１億８千１４９万

８千円のいずれも増額で、合計では２億１千１５７万４千円の増額となり、補正後の

予算総額を１７７億１千９１５万３千円とするものであります。

始めに 「議案第５号 平成２３年度 大曲仙北広域市町村圏組合一般会計補正予、

算(第３号)」についてご説明申し上げます。

。 。補正予算書の１ページをお開き願います 議案説明資料は７ページからとなります

今回の補正は、議会費と諸支出金は増額となりますが、総務費と民生費及び消防費

については減額となり、予算の総額に歳入歳出それぞれ２千２６１万円を追加し、補

正後の総額をそれぞれ２６億６千１２５万１千円とするものであります。

予算の内容について歳入からご説明いたします。補正予算書は７ページからとなり

ます。

、 、１款分担金及び負担金１項１目事務費負担金は ５１４万３千円を減額するもので

事務局管理課職員が１名減員となったことなどによる経費の減に伴う補正でありま

す。

２目社会福祉法人助成費負担金は、３３３万９千円を減額するもので、社会福祉法

人水交会への助成実績に合わせた補正であります。
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９目消防費負担金は、１千１０５万２千円の増額であります。内訳は、人件費や物

件費は減額となるものの、車輌更新事業に組合の起債を充当する計画を、全額構成市

町の過疎債を充当することに変更したため、総額では増額となるものであります。

３款県支出金は、１８万３千円の減額であり、休日救急医療連携事業に係る補助金

の補助率が下がったことによるものであります。

４款財産収入の７万円増は、財政調整基金利子の増額分であります。

５款繰入金２項特別会計繰入金は、２千３４２万１千円の増額であり、財政調整基

金に積み立てるための各特別会計からの繰入金が増額となるものであります。

６款繰越金の７４７万７千円増は、前年度繰越金を全額計上するものであります。

７款諸収入の６万９千円増は、組合預金利子の増額分であります。

８款組合債は、消防費負担金の説明で申し上げましたとおり、消防車輌更新事業の

財源に見込んでいた組合の起債を構成市町の過疎債に組み替えたことにより、当初予

算に計上していた１千７３０万円を全額減額するものであります。

９款国庫支出金は、６４８万６千円の新規計上であり、東日本大震災に係る緊急消

防援助隊活動費にかかる負担金の交付が確定したことによるものであります。

次に、歳出についてご説明いたします。補正予算書は１０ページからとなります。

１款議会費は、５万１千円の増額であり、不足となる費用弁償の計上であります。

２款総務費１項１目一般管理費は、５１９万４千円の減額であり、職員が１名減員

となったことなどによって見込まれる人件費不用額の補正であります。

３款民生費１項１目社会福祉法人助成費は、３３３万９千円の減額であり、水交会

派遣職員に係る人件費差額の確定に基づき、補助金を補正するものであります。

５款消防費１項１目常備消防費は、１４４万６千円の減額であり、内訳は、休職者

が出たことや給与改定、共済組合費負担率の増などに伴う人件費の補正を行うほか、

需用費や役務費等についてもそれぞれ補正するものであります。２目施設整備費は、

４８０万２千円の減額であります。内訳は、デジタル無線基本設計業務委託や消防車

輌２台の更新事業に生じた契約差額等を減額するものであります。

７款諸支出金１項１目財政調整基金費は、３千７３４万円の増額であり、一般会計

を含めた各会計繰越金の未補正分に加え、緊急消防援助隊活動費国庫負担金分などを

積み上げるものであります。

次に 「議案第６号 平成２３年度 大曲仙北広域角間川更生園特別会計補正予算、

(第３号)」についてご説明申し上げます。

補正予算書の１６ページをお開き願います。議案説明資料は１０ページからとなり

ます。

今回の補正は、事務費、事業費、地域療育等支援事業費及び放課後生活支援事業費

は減額となりますが、諸支出金については増額となり、予算の総額に歳入歳出それぞ

れ７４６万６千円を追加し、補正後の総額をそれぞれ２億７千７５９万６千円とする

ものであります。
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歳入からご説明いたします。補正予算書は２１ページからとなります。

２款分担金及び負担金１項２目利用負担金は、入所者に欠員が生じたほか、各事業

の利用実績が減少したことにより、３２万９千円を減額するものであります。

３款県支出金２項１目民生費県補助金は、補助対象となる給湯設備改修工事費の実

績に伴い、９万２千円の減額となるものであります。

６款繰越金の５９９万１千円増は、前年度繰越金を全額計上するものであります。

７款諸収入２項１目民生費受託金は、１３万４千円の増額であり、大仙市との事業

受託実績に基づく補正であります。３項１目入所利用者作業収入は、スノーポールの

受注実績が増えたことにより、１７６万２千円の増額となるものであります。

次に、歳出についてご説明いたします。補正予算書は２３ページからとなります。

１款事務費は、１１万６千円の減額であり、内訳は、人事異動や給与改定等により

人件費を補正するほか、日中一時支援事業の利用者減等により不用となった賃金を減

額するものであります。

２款１項１目事業費は、給湯設備改修工事費の不用額１９万１千円を減額するもの

であり、２目作業収入事業費の２２万円の減は、入所者の旅行引率旅費に生じた不用

額の減額であります。

４款地域療育等支援事業費は、１０３万２千円の減額であり、嘱託職員の休暇取得

等に伴い、不用となった賃金と社会保険料を補正するものであります。

５款放課後生活支援事業費は、利用実績の減により不用となったパート職員賃金８

万４千円を減額するものであります。

６款諸支出金１項１目一般会計繰出金は、９１０万９千円の増額であり、繰越金や

各事業に生じた余剰金を一般会計の財政調整基金に積み立てるため繰り出すものであ

ります。

次に 「議案第７号 平成２３年度 大曲仙北広域介護保険特別会計補正予算(第３、

号)」についてご説明申し上げます。

補正予算書は２７ページから、議案説明資料は１２ページからとなります。

今回の補正は、総務費、基金積立金及び諸支出金については増額、地域支援事業費

は減額、保険給付費については組み替えを行うものであり、予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１億８千１４９万８千円を追加し、補正後の総額をそれぞれ１４７億８千３０

万６千円とするものであります。

歳入からご説明いたします。補正予算書は３２ページからとなります。

１款介護保険料は、収納率が当初より高くなると見込まれることにより、５７３万

３千円の増収となるものであります。

２款分担金及び負担金１項１目構成市町負担金は、６３６万９千円の減額でありま

す。内訳でありますが、２節地域支援事業費負担金の減額は事業費の減、３節職員給

与費等負担金の増額は人件費の増、４節事務費負担金の減額は介護認定審査会費など

の事務経費の減によるものであります。
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、 。４款国庫支出金１項１目介護給付費負担金は １千２８４万５千円の増であります

内訳は、１節現年度分が８３３万円の増、２節過年度分については２２年度給付費

の精算に伴って４５１万５千円が追加交付されるものであります。２項１目調整交付

金は１千３８５万円の増、２目地域支援事業交付金は４３２万４千円の減となってお

ります。また、３目介護保険事業費補助金は新設科目であり、介護保険法の改正に係

るシステム改修経費の２分の１、３６７万５千円が補助されるものであります。

５款県支出金１項１目介護給付費負担金は３千６３２万１千円、２項１目地域支援

事業交付金は２１６万２千円の、いずれも減額であります。

６款支払基金交付金１項１目介護給付費交付金は２９万９千円の増額、２目地域支

援事業支援交付金については３７５万１千円を減額するものであります。

４款から６款までの保険給付費と地域支援事業費に係る負担金及び補助金について

は、交付確定額や見込額に沿って補正するものであります。

７款財産収入の７７万円増は、基金利子の増額分であります。

、 。９款繰越金の１億９千３１８万４千円増は 繰越金を全額計上するものであります

１０款諸収入２項組合預金利子は３４万９千円、３項第三者納付金は３７２万円の

いずれも増額であります。

次に、歳出についてご説明いたします。補正予算書は３６ページからとなります。

１款総務費１項１目一般管理費は、人事異動や給与改定等に伴う人件費の補正を行

うほか、郵便料は不用額を減額、また、委託料には介護保険システムの改修経費を予

算措置しており、総額では９９９万２千円の増額となっております。また、システム

改修費の財源には、国の補助金のほか、繰越金を充てることとしております。

３項介護認定審査会費の６５０万円の減は、区分変更申請と更新申請の一部につい

て認定有効期間の延長が可能となったことにより認定申請件数が減少したため、認定

審査会委員報酬、主治医意見書作成料、及び認定調査委託料等に生じた不用額を減額

するものであります。

２款保険給付費は組み替え補正を行うものであり、１項１目介護サービス給付費が

総額では５００万円の減額、２目介護予防サービス給付費については総額で５００万

円の増額となるものであります。

、 。３款地域支援事業費１項１目介護予防事業費は １千２５０万円の減額であります

これは、構成市町に事業委託して実施している「二次予防事業対象者把握事業」の実

績が見込みを下回ることなどにより、委託料が減額となったことによるものでありま

す。

２目包括的支援事業・任意事業費の３００万円の減についても、委託事業の実績減

によるものであります。

５款基金積立金１項１目介護給付費等準備基金積立金は、１億３千６４８万９千円

の増額であり、繰越金に含まれていた２２年度の保険料や、地域支援事業の配食サー

ビスに係る保険料への返還分や基金から生じた利子の増額分を、今後の給付費に充て
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る財源として積み増しするものであります。

７款諸支出金１項２目償還金は、４千２７０万５千円の増額であります。内訳は、

過年度の給付費及び地域支援事業費の精算に伴う返還金や配食サービスに係る返還金

の予算措置であり、前年度繰越金を財源として国・県・支払基金に返還するものであ

ります。

２項１目一般会計繰出金は、１千４３１万２千円の増額であり、繰越金のうち未補

正分を財政調整基金に積み立てるために一般会計に繰り出すものであります。

２月補正予算に引き続き 「議案第８号 平成２３年度 大曲仙北広域市町村圏組、

合経費に係る負担金の一部変更について」をご説明いたします。

議案説明資料の１６ページをご覧願います。

本案は、大曲仙北広域市町村圏組合規約第１１条第２項の規定により、平成２３年

第１回定例会で議決をいただいた議案第１０号の一部変更について、議会の議決を求

めるものであります。

ただいまご説明いたしました、議案第５号の一般会計補正予算(第３号)を受け、事

務費負担金については５１４万３千円、社会福祉法人助成費負担金については３３３

万９千円のいずれも減額、消防費負担金については１千１０５万２千円の増額、議案

第７号の介護保険特別会計補正予算(第３号)を受け、介護保険費負担金については６

３６万９千円を減額し、平成２３年度の負担金総額を、大仙市２７億６千８５４万８

千円、仙北市１０億２千５００万８千円、美郷町７億２千５７４万９千円の、合計４

５億１千９３０万５千円とさせていただくものであります。

以上、議案第５号から第７号までの平成２３年度２月補正予算と、議案第８号平成

２３年度組合経費に係る負担金の一部変更についてご説明申し上げましたが、よろし

くご審議のうえ、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議 長 （鎌田正君）

これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

（質疑なしの声）

質疑なしと認めます。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第５号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第６号」を採決いたします。
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本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第７号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第８号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

日程第１３「議案第９号 平成２４年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計予算」

「 」日程第１４ 議案第１０号 平成２４年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計予算

日程第１５「議案第１１号 平成２４年度大曲仙北広域介護保険特別会計予算」

日程第１６「議案第１２号 平成２４年度大曲仙北広域市町村圏組合経費に係る負

担金について」の４件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。鎌田副管理者。

副管理者 （鎌田榮治君）

はい、議長。

議 長 （鎌田正君）

はい、副管理者。

副管理者 （鎌田榮治君）

それでは議案第９号から第１１号までの平成２４年度当初予算と、議案第１２号の

平成２４年度組合経費にかかる負担金について、一括してご説明申し上げます。

それでは、はじめに議案説明資料の１７ページをお開き願いたいと存じます。

はじめに総括表をご覧願いますけれども、全会計の総額でありますが、１８６億５

千４４３万９千円となっております。前年度当初比較で１２億２千６６９万９千円、

率にして７．０４％の増となるものであり、これは介護保険特別会計における保険給

付費等の伸びが要因となっているものでございます。

それでは、各会計ごとの主な項目につきまして、順次ご説明をさせていただきます

が、議案説明資料と予算書を参照しながらお聞きいただきたいと存じます。

はじめに 「議案第９号 平成２４年度大曲仙北広域市町村圏組合一般会計予算」、

についてご説明申し上げます。予算書の方は１ページでございます。

一般会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ２６億６千５９６万２千円で、前年度当
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初比較で２千８１５万５千円、率にして１．０７％の増となっております。

歳入からご説明いたしますが、予算書の方は６ページからとなっております。

、 。 、１款分担金及び負担金は ２５億４千２８５万２千円であります 一般事務経費や

社会福祉法人助成費、斎場費、休日救急医療連携事業費、その他、消防費等その他広

域の諸事業にかかる構成市町負担金でありまして、歳入総額の９５．４％を占めるも

のでございます。

このうち斎場費負担金につきましては、中央斎場移転改築事業にかかる経費の計上

により増額となっておりますが、斎場改築にかかる負担金は５年間の利用実績割とす

ることを協議済みでありまして、中央斎場の移転改築についてはほとんどが大仙市の

負担となるものでございます。消防費負担金につきましては、消防車輌更新事業費の

増額に加え、かかる財源を構成市町による起債に求めたことにより増額となったもの

であります。

２款使用料及び手数料は、２千５９４万５千円であります。内訳は３斎場の使用料

が２千３５３万円のほか、へい獣関係の使用料や手数料、危険物貯蔵設備の検査手数

料などであります。

３款国庫支出金の９６０万円は、角館消防署配備の救助資機材付ポンプ自動車を緊

急消防援助隊登録とし、更新する事業に交付される補助金でございます。

４款県支出金は、５６万２千円であり、休日救急医療連携事業にかかる補助金であ

ります。

６款繰入金は、２千６００万２千円となっております。

議案説明資料の２４ページをご参照願いたいと存じますが、基金繰入金は、一般会

計及び角間川更生園特別会計の財源充当分として財政調整基金を取り崩すものであり

ます。２４年度の取り崩し額は、総額２千６００万円となり、取り崩し後の残額は７

千４６３万８千円となる見込みであります。

次に議案説明資料は１７ページにお戻り願いたいと思います。

各特別会計繰入金は、２３年度決算に伴って生じる繰越金等を、財政調整基金に積

み立てるために繰り入れたものであり、当初予算におきましては存置計上としており

ます。

次に、議案説明資料の１８ページをご覧下さい。

７款繰越金は、存置計上となっております。

８款諸収入は、６千９９万９千円であります。主な内訳は、社会福祉法人水交会貸

付金の返還金３千８００万円のほか、県消防学校等への派遣職員人件費交付金、秋田

自動車道救急業務支弁金などであります。

続いて、歳出をご説明いたします。予算書は１１ページからになります。

１款議会費は、７１万８千円で、議員報酬と費用弁償であります。

２款総務費は、７千８０万６千円であります。一般管理費の内訳は、人件費が５千

８１９万９千円と８２．４％を占めているほか、一般事務経費と、交流センター内の
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広域事務所経費負担金７９万２千円などであります。監査委員費は、報酬や費用弁償

等、１６万９千円の計上でございます。

３款民生費は、６千２２１万１千円で、内訳は、社会福祉法人水交会に対する補助

金２千４２１万１千円と同法人に対する貸付金３千８００万円であり、補助内容とい

たしましては、派遣職員人件費差額分が１千２１４万９千円、施設改築にかかる借入

金の償還費分が１千２０６万２千円となっております。

４款衛生費は、１億２千８５２万７千円であります。

斎場費は、８千７９万４千円で、前年度当初比較で１千９３１万２千円の増であり

ます。主な内訳は、人件費や毎年度実施しております火葬炉の補修工事費、火葬用燃

料費のほか、基準が強化されたことを受けて実施する南部斎場燃料タンクの高精度液

面計設置工事費等であります。また平成２７年度からの供用開始を目指す中央斎場移

転改築事業関連経費として、基本設計をはじめ、各種測量・土質調査・造成設計の業

務委託費、合計で１千６６０万円を計上しております。

病院群輪番制事業費は、２千４８４万円で、仙北組合総合病院、大曲中通病院、市

立角館総合病院に対する事業費補助金であります。

休日救急医療連携事業費は、７０４万１千円で、経費の主な内容は、看護師賃金や

事業運営に要する負担金であります。医師３５名、看護師４名からなる体制で行って

いる事業であります。

歯科在宅当番医制事業費は、１７７万５千円で、事業運営にかかる負担金でありま

す。

がん診療連携拠点病院支援費の１千万円は仙北組合総合病院に対する補助金であ

り、平成２４年度は５ヶ年事業のうち４年目にあたるものでございます。

へい獣保冷センター費は、４０７万７千円であり、集荷処理委託料等の運営費であ

ります。

議案説明資料の１９ページをご覧下さい。

５款消防費は、２３億１千１万４千円で、前年度当初比較で６千５２１万７千円の

増となっております。

常備消防費は、２１億３千４９７万２千円で、人件費が９３．３％を占めるほか、

救急救命士２名の養成にかかる経費として４７６万４千円を計上しております。

また、施設整備費は１億７千５０４万２千円で、前年度当初比較で８千１２３万８

千円の増となっております。最も大きな事業は、車輌３台の更新でありまして、内訳

は、角館消防署、救助資機材付ＣＤ－Ⅱ型ポンプ自動車６千７７０万円、西仙北分署

、 、 、配置のＣＤ－Ⅰ型ポンプ自動車３千３２０万円 協和分署 高規格救急自動車の購入

３千２８０万円、これは新規事業でありますけれども、そのようになっておるところ

でございます。この他、デジタル無線の実施設計業務委託費として２千２１８万７千

円、東日本大震災により生じた大曲消防署敷地内の車庫前の段差及び経年劣化した側

溝・舗装等の改修に４６０万円、高規格救急車配備による職員増により手狭になった
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田沢湖分署仮眠室の増改築経費に８７６万１千円、中仙分署の庁舎外壁塗装工事費１

５２万８千円、角館消防署に配備されている高規格救急車積載のＡＥＤ更新経費３８

６万７千円などとなっております。

６款公債費は、８千１６８万２千円であります。消防施設整備事業債にかかる償還

費のほか、一時借入金の利子等を計上しております。

７款諸支出金、１千万４千円は、基金取り崩し分の角間川更生園特別会計への繰り

出し分等であります。

８款予備費は、前年度同額の２００万円を計上しております。

次に 「議案第１０号 平成２４年度大曲仙北広域角間川更生園特別会計予算」に、

ついてご説明いたします。予算書は２８ページでございます。

予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億６千９３５万１千円で、前年度当初比較で３

８０万２千円、率にして１．４３％の増となっております。

歳入からご説明いたします。予算書は３３ページでございます。

１款自立支援費は、１億６千９４７万円であり、前年度当初比較で１千４８４万６

千円の減となっておりますが、障害者自立支援法による新障害福祉サービス体系への

移行に伴い、不確定要素、例えば障害程度区分の確定等、不確定要素等がありまして

若干、慎重に計上しておるところでございます。

２款分担金及び負担金は、６千７０２万１千円であります。構成市町負担金３千６

９６万２千円は、前年度当初比較で１千１０４万１千円の増となっておりますが、こ

れは新体系移行による自立支援費の減額相当分であります。利用者負担金は３千５万

９千円で、施設入所分のほか、各種事業にかかる利用者の負担分であり、前年度当初

比較で１５０万円の増となっております。

議案説明資料の方は２０ページをご覧願います。

３款県支出金は、障害児等療育支援事業県委託金として、前年度当初比５４万５千

円減の２１８万円を計上しております。

４款寄附金は、存置項目でありますし、５款繰入金は、財政調整基金を取り崩して

繰り入れるもので、前年度当初比較３００万円増の１千万円となっております。

６款繰越金は、存置計上、７款諸収入は、２千６７万８千円であります。民生費受

託金は、大仙市からの受託に基づく収入が多くを占めておりまして、入所利用者作業

収入はスノーポールの売り上げ等であります。

続いて、歳出をご説明いたします。予算書の方は３７ページでございます。

１款事務費は、１億９千７８５万６千円でありまして、職員１９人にかかる人件費

が８５．７％となっております。その他の事務経費の内訳は、臨時職員賃金や消耗品

費、借上料等であり、新体系移行に伴う勤務体制の変更に対応するための臨時職員５

人の増員経費も含んでおるものでございます。

２款事業費は、５千２８５万６千円であります。内訳は、調理業務委託料、光熱水

費及び利用者の作業や旅行にかかる経費等でございます。
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３款共同生活援助事業費５００万８千円は、角間川更生園がバックアップ施設とな

って運営し、現在５人が入所しております「グループホームかわみなと寮」にかかる

経費で、主な内容は世話人の賃金等であります。

４款地域療育等支援事業費は、８３０万６千円であります。圏域内で暮らす障害児

・者の外来療育や相談支援が主であり、県や大仙市との委託契約に基づいて実施する

事業であります。臨時・パート賃金や、事業実施の拠点としている「地域サポートセ

ンター」の維持管理費が主な経費であります。

５款放課後生活支援事業費は、４８２万４千円であります。大曲養護学校児童・生

徒の放課後や、夏休み、冬休み期間中の支援を構成市町から受託する事業でありまし

て、臨時・パートの賃金が主な経費であります。

７款予備費は、前年度同額の５０万円を計上しております。

次に 「議案第１１号 平成２４年度大曲仙北広域介護保険特別会計予算」につい、

てご説明申し上げます。予算書の方は４９ページでございます。

予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５７億１千９１２万６千円で、前年度当初比較

で、１１億９千４７４万２千円、率にして８．２３％の大幅な増となっております。

歳入からご説明いたします。予算書の方は４５ページ、議案説明資料は２１ページ

でございます。

１款介護保険料は、２７億４千４０１万２千円で、前年度当初比較で５億１千７２

０万４千円、率にして２３．２％の大幅増であります。収納率は、現年度保険料が９

８％、滞納繰越分については２４％で積算しております。

２款分担金及び負担金は、２２億２千２１１万８千円で、前年度当初比較で１億８

千８８６万４千円、９．２９％の大幅な増となっております。これは保険給付費に約

１０億８千２００万円の大幅な増額が見込まれるほか、前年度５千万円計上しており

ました財政調整基金からの繰入金を２４年度は計上出来なかったことによるものでご

ざいます。

３款使用料及び手数料３０万１千円は、介護保険料の督促料等であります。

４款国庫支出金、５款県支出金、６款支払基金交付金につきましては、歳出２款保

険給付費や３款地域支援事業費、４款民生費に対して法定割合によって算出される負

担金、補助金、交付金であります。

７款財産収入は存置項目、８款繰越金は保険料の歳出還付金充当分など、１５０万

円の計上でございます。

続いて、歳出でございますけれども、議案説明資料の２２ページからとなります。

予算書の方は５９ページです。

１款総務費は、２億８千６８０万１千円であります。総務管理費は、人事異動によ

る職員増員分の人件費や、第５期事業計画のパンフレット印刷費、新たな介護保険シ

ステムに対応したサーバ・ソフトの借上料等を措置したことから、前年度当初比較１

千４６万７千円の増となるものでございます。また、介護認定審査会費は、認定調査
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の適正化が給付費の抑制につながるということで、認定調査員３名の増員経費約７０

０万円を計上したことに加え、認定申請件数の増加に伴う経費増により、１千５１万

７千円の増額となるものであります。

２款保険給付費は、１４９億３千２１０万３千円であります。高齢者人口の増加に

より各サービス全般において利用者の増が見込まれるほか、短期入所をはじめとする

新規事業所の増などによる居宅介護サービス費の伸びが著しく、前年度当初比較で１

０億８千１９２万４千円、率にして７．８１％の大幅な増となるものであります。

３款地域支援事業費は、３億６千５３０万２千円で、前年度当初比較で２千５０万

３千円の減となるものでございます。

議案説明資料の２３ページをお開きいただきたいと存じます。

４款民生費は、低所得者に対する交付事業費として８７万８千円の計上、５款基金

積立金は、介護給付費等準備基金への積み立て分として１億２千６９６万４千円、６

款公債費は、一時借り入れが発生した場合の利子として５７万６千円、７款諸支出金

は、第１号被保険者保険料還付金等の１５０万２千円、８款予備費については、前年

度当初比較で１千５００万円減の５００万円の計上としております。

以上、議案第９号から第１１号までの、平成２４年度当初予算についてご説明申し

上げましたが、引き続き「議案第１２号 平成２４年度大曲仙北広域市町村圏組合経

費の負担金」についてご説明申し上げます。

議案説明資料の２５ページをお開き下さい。

本案は、大曲仙北広域市町村圏組合規約第１１条第２項の規定により議会の議決を

求めるものでございます。

議案第９号から議案第１１号までの平成２４年度当初予算に伴う構成市町負担金で

あり、その詳細一覧につきましては説明資料の２６ページから３１ページのとおりで

ありますが、ここでは総額ベースのご説明をいたします。議案説明資料の３２ページ

の比較増減表をご覧ください。

、 、負担金総額では 最後の合計欄のとおり前年度当初比較で２億７千８８２万８千円

率にして６．１６％増の４８億１９３万２千円となるものであります。これを、各負

担により算定した結果、大仙市は前年度当初比較で１億７千３１５万４千円増の２９

億４千４１２万１千円で、構成比としては６１．３１％を占めます。仙北市は前年度

当初比較で６千５６８万４千円増の１０億９千１３９万５千円、構成比で２２．７３

％、美郷町は前年度当初比較で３千９９９万円増の７億６千６４１万６千円、構成比

で１５．９６％を占めますけれども、以上が各構成市町負担金となるものでございま

す。

消防車輌更新事業の増や介護給付費の著しい伸びによりまして、大幅な負担金の増

額となりますが、可能な限りの財政調整基金を取り崩し、また経常経費の縮減等によ

りまして、構成市町の負担を出来るだけ抑えた予算としたものでございます。

以上、議案第９号から議案第１１号までの平成２４年度大曲仙北広域市町村圏組合
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一般会計並びに各特別会計予算と、議案第１２号の平成２４年度大曲仙北広域市町村

圏組合経費の負担金について一括してご説明申し上げましたが、よろしくご審議のう

え、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議 長 （鎌田正君）

説明が終わりました。これより、質疑に入ります。質疑ありませんか。

議 員 （渡邊秀俊君）

はい、議長。

議 長 （鎌田正君）

はい、５番、渡邊議員。

議 員 （渡邊秀俊君）

介護保険の件ですけれども、我々この後６月に国保税の改定、高くなることはあっ

ても安くなることはないわけで、高い高いと毎年言われているわけですけれども、介

護保険はこれからこの場で議論してもどうにもならない部分がかなりの要素あります

けれども、国・県としてはこの後どういうふうな動きになるのか何か情報がありまし

たらひとつお願いしたいと思います。

議 長 （鎌田正君）

答弁を求めます。佐々木所長。

介護所長 （佐々木勝君）

ただいまの質問にお答え申し上げます。今お話されましたように、介護保険３年に

、 。 、１回改定しますけれども どんどん上がっていくわけです これに対して国の方では

どうしても低所得者に対する配慮、それが今大きな議論になっております。今の情報

では今現在、基準額の一番低いところで０．５という層がありますけれども、その層

の額がすでに月額で今の５，８８０円の半分ですので、２，９００円余りとなってお

りますけれども、そこのところに０．２５という、もっと低い負担率を設けると、そ

れに対して国の国費を入れると、そういうふうに検討されていると考えております。

それから、介護保険料を下げるということに対しましてはどうしても給付制限、これ

がなかなか難しい問題でありますけれども、これしかないです。たとえばこれまで保

険給付しております４千人の軽度の方々に対する給付制限とかそういうものを色々審

議会で検討したようでございますけれども、具体的に進められるのは一番低い層の負

担率を０．５から０．２５にするだけかなという、そういう想像をしております。い

ずれこれも消費税の改定が前提ということでございますので、これから国で進めるの

はいずれも低所得者対策、これだけではないかと思っております。

議 長 （鎌田正君）

渡邊議員、いいですか 。。

議 員 （渡邊秀俊君）

はい、議長。

議 長 （鎌田正君）
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はい、渡邊議員。

議 員 （渡邊秀俊君）

低所得者からも、若干の負担をもらうということしか方策はないという話でしたけ

れども、実は一番高くなっているのは低所得者よりも、なんというか中所得者といい

ますか低所得者よりももらうんだけれども、最高額に近い部門が一番高くなっていま

すよ、毎年。ここが段々と徴収率がおそらく落ちてくるかと思いますので、総体の仕

組み、そろそろ変えないとなんともならない段階に来てると思うので、そこらへんは

上の方にも大きな声で言ってもらいたいと思います。

議 長 （鎌田正君）

答弁求めますか。はい、佐々木所長。

介護所長 （佐々木勝君）

はい、介護保険の場合、一番高い層で１０万ということで国保の５０万、６０万と

は比較になりませんけれども、今の状況では非常に高いといいますか、平均以上の所

得の層からはいずれ多くの負担をしてもらうという、そういう方針は変わらないよう

でございますので、非常に苦しいとは思いますけれども、とりあえず低所得者の方し

かという情報しか私の方には来ておりませんので、この後どうなるかはこれからの国

の動き次第だと思っています。

議 長 （鎌田正君）

渡邊議員、よろしいですか。

その他、ございませんでしょうか。

（なしの声）

これで質疑を終結いたします。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

（討論なしの声）

討論なしと認めます。

これより「議案第９号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１０号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１１号」を採決いたします。
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本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

これより「議案第１２号」を採決いたします。

本案は原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。

（異議なしの声）

ご異議なしと認めます。

よって本案は、原案のとおり可決されました。

以上をもちまして、今期定例会の日程は全て終了いたしました。

これにて、平成２４年第１回大曲仙北広域市町村圏組合議会定例会を閉会いたしま

す。

大変ご苦労様でございました。


